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附属機関等の概要 

 

附属機関等の名称 福山市小児慢性特定疾病審査会 

設置根拠 
児童福祉法、児童福祉法施行規則、 

福山市児童福祉法施行細則 

設置目的 
小児慢性特定疾患治療研究事業の適性かつ円滑な実施を

図る。 

設置年月日 ２０１５年（平成２７年）４月１日 

委員数 ６人以内 

公開・非公開の別 
□ 公開 

■ 非公開 

非公開とする根拠 

又は理由 

協議内容そのものが個人情報であり、福山市情報公開条例

第６条第１項第２号及び第４号に該当するため。 

庶務担当課 
保健予防課 

ＴＥＬ（０８４）９２８－１１２７ 
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